
重要な会計方針及び財務諸表注記 

〔重要な会計方針〕 

 「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和3年9月21日改訂）並びに

「『独立行政法人会計基準注解』に関するQ＆A」（令和4年3月最終改訂）（以下「独立行政法人

会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。 

 なお、独立行政法人会計基準等のうち、時価の算定に係る改訂内容は当年度より、適用しており

ます。収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から、適用します。 

 

１．運営費交付金収益の計上基準 

   業務達成基準を採用しております。 

   なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動に

ついては期間進行基準を採用しております。 

   

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   貯蔵品は、最終仕入原価法によっております。 

 

３．減価償却の会計処理方法 

（１）有形固定資産の減価償却の方法については、定額法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物                2～50 年 

構築物               2～50 年 

機械及び装置             4～7 年 

船舶及び航空機             7 年 

車両運搬具              3～4 年 

工具器具備品            2～15 年 

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第 87第 1項）及び資産除去債務に対応する

特定の除去費用等（独立行政法人会計基準第91）に係る減価償却に相当する額については、

減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。 

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法を採用して

おります。 

（２）無形固定資産の減価償却の方法については、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

   特許権                  8年 

   ソフトウェア                          3～5年 

 

４．賞与引当金の計上基準 

   役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を

計上しております。なお、役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされる

見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。  

 

５．退職給付引当金の計上基準 

   役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上

しております。 



退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を

適用しております。このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時

金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。  

 

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として

処理しております。 

 

７．リース取引の処理方法 

    リース料総額が3,000千円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 

    リース料総額が3,000千円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

８．消費税等の会計処理 

    消費税等の会計処理は、税込方式によっております。 

 

〔重要な会計方針の変更〕  なし 

 

〔重要な表示方法の変更〕  なし 

 

〔貸借対照表関係〕 

１．その他行政コスト累計額のうち、出資を財源に取得した資産にかかる金額 19,754,182,977円 

 

２．減損について   なし 

 

〔行政コスト計算書関係〕 

１．独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト 

   行政コスト                                              21,005,356,683円 

   自己収入等                           ▲ 4,042,308,451円 

   機会費用                                    68,991,701円 

   独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト    17,032,039,933円 

 

２．機会費用の計上方法 

   政府出資の機会費用の計算に使用した利率 

   10年利付国債の令和5年3月末利回りを参考に0.320％で計算しております。 

 

〔損益計算書関係〕 

１．ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額 

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、▲15,380,724円であり、当該影響額



を除いた当期総利益は、521,804,735円であります。 

 

２．オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料 

 ①貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料  3,008,148円 

 ②貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料        11,029,876円 

 

〔キャッシュ・フロー計算書関係〕 

１．資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

   現金及び預金勘定                                     8,603,583,786円 

   資金期末残高                                   8,603,583,786円 

 

２．重要な非資金取引              

ファイナンス・リースによる資産の取得 1,115,887,460円      

 

〔金融商品関係〕 

１．金融商品の状況に関する事項 

資金運用については短期的な預金に限定しております。   

未収債権については、概ね国（環境省）からの業務受託に係る未収金です。また、投資有価証

券は、保有しておりません。未払債務については、一年以内の支払期日に係る未払金です。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

現金は注記を省略しており、預金、未収金及び未払金は短期で決済されるため時価が帳簿価

額に近似することから、注記を省略しております。 

 

〔退職給付関係〕  

１．採用している退職給付制度の概要 

   当法人は、役職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度及び国家公務員共済

組合法の退職等年金給付制度を採用しております。 

   非積立型の退職一時金制度では、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給しており、簡便法

により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。 

 

２．確定給付制度 

（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

  期首における退職給付引当金                          1,516,308,968円 

退職給付費用                                122,410,138円 

   退職給付の支払額                            ▲ 133,713,145円 

  期末における退職給付引当金                          1,505,005,961円 

  

（２）退職給付に関連する損益 

    簡便法で計算した退職給付費用                         122,410,138円 



 

３．退職等年金給付制度 

   当法人の退職等年金給付制度への要拠出額は、19,054,982円でありました。 

 

〔重要な債務負担行為〕  

１．重要な工事請負契約、物品購入契約等 

１）令和３年度国立研究開発法人国立環境研究所特別高

圧受変電施設老朽化緊急対策整備工事 

1,639,000,000円 

２）エコチル調査データ管理システムの更改及び運用保

守業務 

1,342,317,654円 

３）国立環境研究所スーパーコンピューター一式に関す

る賃貸借及び運用保守業務 

1,163,855,000円 

４）国立研究開発法人国立環境研究所電気・機械設備運転

管理業務 

1,056,132,000円 

５）エコチル調査参加者ポータルシステムにおけるギフ

ト券発行業務（単価契約）一式 

945,244,584円 

６）令和 4 年度 GOSAT-2 データ処理運用システム用計

算機(第 7 次導入) 

914,650,000円 

７）令和３年度国立研究開発法人国立環境研究所 動物２

棟（動物実験２棟）老朽化施設更新他工事 

847,000,000円 

８）エコチル調査参加者ポータルシステムの構築及び運

用保守業務 

730,007,520円 

９）国立環境研究所 GOSAT-GW プロジェクト GOSAT 第 3

世代データ処理運用システム用計算機（第1次導入） 

1式 賃貸借 

613,776,702円 

10）子どもの健康と環境に関する全国調査における母親

血液試料中アクリルアミド分析業務 

286,000,000円 

 

２．偶発債務  なし   

 

〔資産除去債務関係〕 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

１．資産除去債務の概要 

石綿障害予防規則（以下「石綿則」という。）に基づくアスベスト除去費用及び放射性同位元素等 

による放射線障害の防止に関する法律（以下「放射線障害防止法」という。）に基づく除去費用であ 

ります。 

２．資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込み期間を 26 年から 50 年と見積もり、割引率は 2.253％から 2.304％を使用して資産除    

去債務の金額を計算しております。 

３．当事業年度における資産除去債務の総額の増減 

期首残高 55,503,938円 

有形固定資産の取得に伴う増加額  － 

時の経過による調整額  1,261,374円 



資産除去債務の履行による減少額   － 

その他増減額（▲は減少）  － 

期末残高   56,765,312円 

 

〔不要財産に係る国庫納付等〕  なし 

 

〔重要な後発事象〕  なし 


